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都道府県名： 神奈川県   

申請主休名： 神奈川県 

区域の範囲： 神奈川県の全域 

特区の概要 神奈川県立産業技術短期大学校(以下「産技短大」とい

う。)では、実践技術力を身につけた卒業生を県内の産業界

へ送り出してきた。一方、現在の産業界では経済や産業構

造の変化に柔軟に対応でき、研究開発から製造まで担う実

践技術を習得したイノベーティブな高度人材が強く求めら

れている。 

 また、産技短大に入学する者の中には、ものづくりに関

する技術を身につけた上で、更に研究開発する幅広い知識

と技術、課題解決能力等の習得を求める者がいる。 

産技短大から湘南工科大学、東京工芸大学及び関東学院

大学へ編入学し、産業界が必要とする高度人材へと育成す

ることで、地域産業の高度化、発展に貢献していく。 

今回、関東学院大学を編入学先へ追加するため、特区計

画を変更する。 

適用される規制 

の特例惜置 

836：職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業 

神奈川県立産業技術短期大学校（左） 

関東学院大学（右） 

 

 

 

 

 

 

 

湘南工科大学（左） 

東京工芸大学（右） 

 

神奈川県地域中核人材育成特区 


